
公益社団法人全日本病院協会長 殿

医政発 03 3 1第4号
平成 27年3月31日

厚生労働省医政局長仁；

2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係

る事務・権限の移譲等に伴う医療法人の定款例等の改正等について

標記について、別添のとおり各都道府県知事及び各地方厚生（支）局長宛てに

通知を発出いたしましたので、御了知願います。
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各都道府県知事｜

〉殿

各地方厚生（支）局長 i

医政発03 3 1第 3号

平成27年 3月 31日

厚生労働省医政局長

（公印省略）

2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係

る事務・権限の移譲等に伴う医療法人の定款例等の改正等について

昨年6月4日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革を図るた

めの関係法律の整備に関する法律」（平成26年法律第 51号）のうち、 2以上の都

道府県の区域において病院等を開設する医療法人の監督等に係る事務・権限について、

厚生労働大臣から主たる事務所の所在地の都道府県知事へ移譲することに関する規

定については、本年4月 1日（以下「施行日Jという。）から施行されることとなっ

た。

この規定の施行等に伴い、医療法人の定款例等及び関連通知の一部について下記の

とおり改正し、施行日から施行することとしたので、御了知の上、適正な運用に努め

られたい。

また、都道府県間の連携について、医療法人が開設する病院等の所在地の都道府県

知事で、あって、当該医療法人の業務を監督する都道府県知事以外の者が、当該医療法

人に対して適当な措置をとることが必要であると認めるときは、当該医療法人の業務

を監督する都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができることについて規

定されたので、併せて適正な運用に努められたい。

記

第 1 医療法人の定款例及び寄附行為例の改正について

施行日以後に設立及び定款変更等に係る認可等の申請をする医療法人の定款例

又は寄附行為例は次のとおりとすること。また、各医療法人の定款又は寄附行為に

おいて、施行日の前日における「厚生労働大臣」又は「00厚生局長Jの記載は、

施行日以降は、「00県（都、府、道）知事（主たる事務所の所在地の都道府県知

事）Jと読み替えるものとすること。
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①社団医療法人の定款例（平成 19年医政発第 0330049号）の一部改正別添1

②財団医療法人の寄附行為例（平成 19年医政発第 0330049号）の一部改正

別添2

③特定医療法人の定款例（平成 15年医政発第 1009008号）の一部改正別添3

④特定医療法人の寄附行為例（平成 15年医政発第 1009008号）の一部改正

別添4

⑤出資額限度法人のモデル定款（平成 16年医政発第 0813001号）の一部改正

別添5

⑥社会医療法人の定款例（平成 20年医政発第0331008号）の一部改正別添6

⑦社会医療法人の寄附行為例（平成 20年医政発第 0331008号）の一部改正

第2 関連する通知の改正及び廃止について

1 既往通知の改正

別添7

0 「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定につ

いて」

（平成2年健政発第 110号厚生省健康政策局長通知）

O 「医療法人制度についてj の一部改正

（平成 19年医政発第 0330049号厚生労働省医政局長通知）

O 「社会医療法人の認定について」の一部改正

（平成20年医政発 0331008号厚生労働省医政局長通知）

2 既往通知の廃止

別添8

別添9

別添10 

O 「2以上の都道府県の区域において病院等を開設する医療法人の設立認可申請等

についてj

（平成 19年医政指発第 03300005号厚生労働省医政局指導課長通知）
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0社団医療法人の定款例（「医療法人制度について」（平成19年医政発第0330049号）見lj添 1）の一部改正

（別添1) 

（下線の部分は改正部分）
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備考

後

備考

改

社団匿療法人の定款例

正 目lj

第1章～第3章（略）

第4章資産及び会計

第9条～第11条（略）

第 12条資産のうち現金は、確実な銀行文は信託会

キ土に預け入れ若しくは信託し、文は園公債若しくは

確実な有価証券に換え保管するものとする。

第13条～第14条（略）

第 15条 1～2 （略）

3 本社団｛ま、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書及び監事の監査報告蓄を00県知事に届け出

なければならない。

第 16条（略）

第5章役員

第 17条（略）

第18条 1～2 （略）

3 本社団が開設（指定管理者として管理する場合を

含む）する病院（診療所、介護老人保健施設）ーの管

理者は、必ず理事に加えなければならない。

第1章～第3章（略）

第4章資産及び会計

第9条～第11条（略）

第 12条資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な

銀行又は信託会社に預け入れ若しくは信託し、又は

国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するも

のとする。

第13条～第14条（路）

第15条 1～之（略）

. 2以上の都道府県の区域において I3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

病焼、診療所又は介護老人保健施｜ 告書及び監事の監査報告書を00県知事JQQ星生
設を開設する医療法人について｜ 局長）に届け出なければならない。

は、主たる事務所の所在地の都道

亙皇塑墓に届け出るものとする。

第16条（略）

第5章役員

第 17条（略）

第 18条 1～2 （略）

・病器、診療所文は介護老人保健施 I3 本社団が開設（指定管理者として管理する場合を

設を2以上開設する場合におい｜ 含む）する病院（診療所、介護老人保樹包設）の管

て、都道府県知事（2以上の都道｜ 理者は、必ず理事に加えなければならない。

府県の区域において病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地の都道府県知事）の認可

（以下、第31条において間じ）

を受けた場合には、管理者（指定

管理者として管理する病院等の管

理者を除く）の一部を理事に加え

. 2以上の都道府県の区域において

病院、診療所文は介護老人保健施

設を開設する医療法人について

は、主たる事務所の所在地主宣聾

する地方厚生局長に届け出るもの

とする。

－病院、診療所文は介護老人保健施

設を2以上開設する場合におい

て、都道府県知事倍以上の都道

府県の区域において病院、診療所

文は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地を管轄する地方厚生局

長）の認可（以下、第31条にお

いて同じ）を受けた場合には、管

理者（指定管理者として管理する

病院等の管理者を除く）の一部を
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4～5 （酪）

第19条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1)～但）（略）

(4）第1号文は第2号による藍査の結果、本社団の業

務文は財産に闘し不正の行為文は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事又は社員総会に報告す

ること。

(5）～（6) （略）

5 （略）

第20条（略）

第6章会議

第21条（略）

第22条定時総会は、毎年O回、 O.FJに開催する。

第23条～第30条（略）

第7章定款の変更

第31条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00県知事の認可を得なければ変更することがで

きない。

第8意解散及び合併

第32条 1～2 （路）

3 第1項第1号文は第2号の事由により解散する

場合は、 00県知事の認可を受けなければならな

し、

第33条本社団が解散したときは、合併及び破産手

続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその

清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理

事以外の者を選任することができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、00県知事にその旨を届け出

なければならない。

ないことができる（法第47条参照）

4～5 （略）

第19条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1)～（3) （略）

（の第1号又は第2号による監査の結果、本社団の業

務文は財産に聞し不正の行為又は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事 coo厚生局長）又は

社員総会に報告すること。

(5）～（6) （略）

5 （略）

第20条（略）

第6章会議

第21条（略）

第22条定時絵T会は、毎年2回、 O月及びO月に開

催する。

第23条～第30条（略）

第7章定款の変更

第31条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00県知事coo厚生局長）の認可を得なければ変

更することができない。

第8章解散及び合併

第32条 1～2 （略）

3 第1項第1号文は第2号の事由により解散する

場合は、 00県知事（厚生労働大臣）の認可を受け

なければならない。

第33条本社団が解散したときは、合併及び破産手

続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその

清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理

事以外の者を選任することができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、 00県知事（厚生労働大臣）

にその旨を届け出なければならない。

理事に加えないことができる（法

第47条参照）
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3 （略）

第34条（略）

第35条本社団は、総社員の同意があるときは、 O
0県知事の認可を得て、他の社団医療法人盟主監国

重量逮ムと合併することができる。

第9章（路）

3 （略）

第34条（略）

第35条本社屈は、総社員の同意があるときは、 O

0県知事（厚生労働大臣）の認可を得て、他の社団

医療法人と合併することができる。

第9章（略）
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0財団医療法人の寄附行為例（「医療法人制度について」（平成19年医政発第0330049号）別添2）の一部改正

改

財団医療法人の寄附行為例

第1章～第2章（略）

第3章資産及び会計

第6条～第8条（略）

正

第9条資産のうち現金は、確実な銀行又は信託会社

に預け入れ、若しくは信託し、文は国公債若しくは

確実な有価証券に換え保管するものとする。

第 10条～第11条（略）

第12条 1～2 （略）

3 本財団lま、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書及び藍事の監査報告蓄を00県知事に届け出

なければならない。

第 13条（略）

第4章役員及び評議員

第14条（略）

第 15条 1～2 （略）

3 本財団が開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院（診療所、介護老人保健施劃の管

理者は、必す官事に加えなければならない。

4～5 （略）

後

備考

改

財田医療法人の寄附行為例

第1章～第2章（略）

第3章資産及び会計

第6条～第8条（略）

正

第9条資産のうち現金lま、日本郵政公社、確実な銀

行文は信託会社に預け入れ、若しくは信託し、文は

国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するも

のとする。

第 10条～第11条（略）

第12条 1～2 （略）

・2以上の都道府県の区域において I3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

病院、診療所又は介護老人保健施｜ 告書及び監事の監査報告書を00県知事JQQ星生
設を開設する医療法人について i 局長）に届け出なければならない。

は、主たる事務所の所在地虫畳道 i第 13条 （略）

E塁塁蔓に届け出るものとする。

第4章役員及び評議員

第 14条（略）

第15条 1～2 （略）

・病院、診療所又は介護老人保健施 I3 本財団が開設（指定管理者として管理する場合を

設を2以上開設する場合におい｜ 含む。）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管

て、都道府県知事（2以上の都道｜ 理者は、必ず理事に加えなければならない。

府県の区域において病院、診療所 14～5 （路）

又は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地の都道府県知事の認可

（以下、第31条において開じ）

を受けた場合には、管理者（指定

管理者として管理する病院等の管

理者を除く）の一部を理事に加え

ないことができる（法第47条参照）

（別添2)

（下線の部分は改正部分）

目lj

備考

. 2以上の都道府県の区域において

病院、診療所又は介護老人保健施

設を開設する医療法人について

は、主たる事務所の所在地を管轄

する地方厚生局長に届け出るもの

とする。

回病院、診療所文は介護老人保健施

設を2以上開設する場合におい

て、都道府県知事（2以上の都道

府県の区域において病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地を管轄する地方厚生局

長）の認可（以下、第31条にお

いて岡山を受けた場合には、管

理者（指定管理者として管理する

病院等の管理者を除く）の一部を

理事に加えないことができる（法
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第 16条 1～3 （路）

4 監事は、次の職務を行う。

(1)～（3) （略）

(4）第1号又は第2号による監査の結果、本財団の業

務又は財産に関し不正の行為文は法令若しくはこ

の寄附行為に違反する重大な事実があることを発

見したときは、これを00県知事文は評議員会に報

告すること。

伍）～（6) （略）

5 （略）

第 17条（略）～第18条（略）

第5章会議

第 19条～第22条（略）

第23条 1 （略）

2 評議員会の議事は、出席した評議員企童基重の過

半数で決し、可否問数のときは、議長の決するとこ

ろによる。

3 （略）

第24条～第27条（略）

第6章寄附行為の変更

第28条 この寄附行為を変更しようとするときは、

理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の

同意を得、かつ、 00県知事の認可を得なければな

らない。

第7章解散及び合併

第29条 1 （路）

2 前項第1号の事由による解散は、理事及び評議員

の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、

00県知事の認可を受けなければならない。

第30条～第31条（略）

第32条本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞ

れ3分の2以上の同意を得、かつ、 00県知事の認

第 16条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1）～（3) （略）

(4）第1号又は第2号による監査の結果、本財団の業

務文は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこ

の寄耐行為に違反する重大な事実があることを発

見したときは、これを00県知事 coo厚生局長）

又は評議員会に報告すること。

(5）～（6) （略）

5 （略）

第 17条（略）

第5章会議

第 19条～第22条（略）

第23条 1 （略）

2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 （略）

第24条～第27条（略）

第6章寄附行為の変更

第28条 この寄附行為を変更しようとするときは、

淫事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の

同意を得、かつ、 00県知事 coo厚生局長）の認

可を得なければならない。

第7意解散及び合併

第29条 1 （略）

2 前項第1号の事由による解散は、理事及ぴ評議員

の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、

00県知事（厚生労働大臣）の認可を受けなければ

ならない。

第30条～第31条（略）

第32条本財団！ま、理事及び評議員の総数のそれぞ

れ3分の2以上の同意を得、かつ、 00県知事」星

第47条参照｝
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可を得て、他の財団医療法人文は社田医療法人と合 生労働大臣）の認可を得て、他の財団医療法人と合

併することができる。 併することができる。

第8章 （略） 第8章 （略）
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＼ィ

0特定匡療法人の定款例（「特定医療法人制度の改正についてJ（平成15年医政発第 1009008号）別添3）の一部改正

改

特定医療法人の定款例

第1章～第3章（略）

第4主主役員

第 11条（略）

第 12条 1 （略）

正

2 本社屈の開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院お酔い診療所（並びに介護老人保

健施設）の管理者は、必ず理事に加えなければなら

ない。ただし、 00県知事の認可を受けた場合は、

この限りでない。

3～4 （略）

第 13条 1～4 （略）

5 監事！ま、次の職務を行う。

(1)～（3) （略）

(4）第1号文は第2号による藍査の結果、本社屈の業

務文は財産に闘し不正の行為文は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事又は社員総会に報告す

ること。

(5）～（6) （略）

6 （略）

第 14条（略）

第5意～第6章（略）

第7章資産及び会計

第30条（略）

第31条 1 （略）

2 基本財産は処分し、文は担保に供しではならな

い。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及

び社員総会並びに評議員会の議決を経た上、00県

知事の承翠を受けて処分し、又は担保に供すること

ができる。

後

備考

~ 

改

特定医療法人の定款伊j

第1章～第3章（略）

第4章役員

第 11条（略）

第12条 1 （略）

正

2 本社団の開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院お酔い診療所（並びに介護老人保

健施設）の管理者は、必ず理事に加えなければなら

ない。ただし、 00県知事 coo厚生局長）の認可

を受けた場合は、この限りでない。

3～4 （略）

第13条 1～4 （略）

5 監事は、次の職務を行う。

(1）～（3) （略）

（の第 1号又は第2号による監査の結果、本社団の業

務文は財産に閤し不正の行為文は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事 coo厚生局長）又は

社員総会に報告すること。

(5）～（6) （略）

6 （略）

第14条（略）

第5章～第6章（略）

第7章資産及び会計

第30条（略）

第31条 1 （略）

2 基本財産は処分し、文は担保に供してはならな

い。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及

び社員総会並びに評議員会の議決を経た上、 00県

知事（厚生労働大臣）の承認を受けて処分し、文は

担保に供することができる。

（別添3)

（下線の部分は改正部分）

前

備考
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第32条～第36条（略）

第37条 1～2 （略）

3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書等及び監事の監査報告書を00県知事に届け

出なければならない。

第38条（略）

第8章（略）

第9章定款の変更及び解散

第40条この定款は、第22条、第23条及び第2

7条の手続きを経た上、かつ、 00県知事の認可を

得なければ変更することができない。

第41条本社団は、第3条に規定する目的たる業務

の成功の不能その他やむを得ない事由のある場合

は、第22条、第23条及び第27条の手続きを経

た上、00県知事の認可を受けて解散することがで

きる。

第42条～第43条（略）

第10章（略）

第32条～第36条（略）

第37条 1～2 （略）

3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書等及び監事の監査報告書を00県知事jQQ星
生局長）に届け出なければならない。

第38条（略）

第8章（略）

第9章定款の変更及び解散

第40条この定款は、第22条、第23条及び第2

7条の手続きを経た上、かつ、 00県知事」QQlI
生局長）の認可を得なければ変更することができな

い。

第41条本社団iま、第3条に規定する目的たる業務

の成功の不能その他やむを得ない事由のある場合

は、第22条、第23条及び第27条の手続きを経

た上、 00県知事（厚生労働大臣）の認可を受けて

解散することができる。

第42条～第43条（略）

第10章（略）
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0特定医療法人の寄附行為例（「特定医療法人制度の改正についてJ（平成 15年医政発第 1009008号）別添3）の一部改正

改

特定医療法人の寄附行為例

第1章～第2章（略）

第3章役員

第6条～第7条（略）

第8条 1 （略）

正

2 本財団の開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院お酔い診療所（並びに介護老人保

健施設）の管理者は、必ず理事に加えなければなら

ない。ただし、 00県知事の認可を受けた場合は、

この限りでない。

3～5 （略）

6 監事は、次の職務を行う。

(1)～但）（略）

(4) 第1号文は第2号による監査の結果、本社団の

業務又は財産に関し不正の行為文は法令若しくは

この定款に違反する重大な事実があることを発見

したときは、これを00県知事又は評議員会に報告

すること。

(5）～（6) （略）

6 （略）

第9条（略）

第4章～第5章（略）

第6章資産及び会計

第24条（略）

第25条 1 （略）

2 基本財産は処分し、又は担保に供してはならな

い。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及

び評議員会の議決を経た上、00県知事の承認を受

けて処分し、文は担保に供することができる。

第26条～第30条（略）

後

備考

改

特定医療法人の寄附行為例

第1章～第2章（略）

第3章役員

第6条～第7条（略）

第8条 1 （略）

正

2 本財団の開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院お酔い診療所（並びに介護老人保

健施設）の管理者は、必ず理事に加えなければなら

ない。ただし、 00県知事 coo厚生局長）の認可

を受けた場合l丈この隈りでない。

3～5 （略）

6 監事は、次の職務を行う。

(1）～（3) （略）

(4) 第 1号文は第2号による監査の結果、本社団の

業務文は財産に闘し不正の行為又は法令若しくは

この定款に違反する重大な事実があることを発見

したときは、これを00県知事 coo厚生局長）文

は評議員会に報告すること。

(5）～（＠（略）

6 （略）

第9条（略）

第4章～第5章（略）

第6意資産及び会計

第24条（略）

第25条 1 （略）

2 基本財産は処分し、文は担保に供してはならな

い。ただし、特別の理由のある場合には、理事会及

び評議員会の議決を経た上、 00県知事」亘主重量

大臣Jの承認を受けて処分し、文は担保に供するこ

とカfできる。

第26条～第30条（略）

（別添4)

（下線の部分は改正部分）

j31J 

備考
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第31条 1～2 （路）

3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書等及び監事の監査報告書を00県知事に届け

出なければならない。

第32条（略）

第7章（略）

第8章定款の変更及び解散

第34条 この寄附行為は、第17条及び第21条の

手続きを経た上、かつ、 00県知事の認可を得なけ

れば変更することができない。

第35条本財団は、 60000の場合は、第17条

及び第21条の手続きを経た上、00県知事の認可

を受けて解散することができる。

第36条～第37条（略）

第9主主 （略）

第31条 1～2 （略）

3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書等及び監事の監査報告書を00県知事JQQ1I

生局長）に届け出なければならない。

第32条（略）

第7章（略）

第8章定款の変更及び解散

第34条 この寄附行為は、第 17条及び第21条の

手続きを経た上、かつ、 00県知事coo厚生局長）

の認可を得なければ変更することができない。

第35条本財団は、 00000の場合は、第17条

及び第21条の手続きを経た上、 00県知事」亙主

主盤主皇Lの認可を受けて解散することができる。

第36条～第37条（略）

第9章（略）
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0出資額眼度法人の定款例（「いわゆる「出資額限度法人j について」（平成16年医政発第0831001号）別添2）の一部改正

改

出資額隈度法人モデル定款

第1章～第3章（略）

第4章資産及び会計

第 10条～第11条（略）

正

第 12条資産のうち現金は、確実な銀行文は信託会

社に預け入れ若しくは信託し、文は国公債若しくは

確実な有価証券に換え保管するものとする。

第 13条～第14条（略）

第15条 1～2 （略）

3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

告書及び監事の監査報告書を00県知事に届け出

なければならない。

第 16条（略）

第5章 役員

第1フ条（略）

後

備考

改

出資額限度法人モデル定款

第1章～第3章（略）

第4章資産及び会計

第10条～第11条（略）

正

第12条資産のうち現金は、日本郵政公社、確実な

銀行文は信託会社に預け入れ若しくは信託し、文は

国公債若しくは確実な有価証券に換え保管するも

のとする。

第 13条～第14条（略）

第15条 1～2 （略）

• 2以上の都道府県の区域において I3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報

病謀、診療所文は介護老人保健施｜ 告書及び監事の監査報告書を00県知事coo厚生

設を開設する医療法人について lE長Lに届け出なければならない。

は、主たる事務所の所在地の都道 i第16条 （路）

宜星組蔓に届け出るものとする。

第5章役員

第 17条（略）

第 18条 1～2（略）｜｜第18条 1～2 （略）

（別添5)

（下線の部分は改正部分）

居IJ

備考

. 2以上の都道府県の区域において

病院、診療所文は介護老人保健施

設を開設する医療法人について

は、主たる事務所の所在地を管轄

する地方厚生局長に届け出るもの

とする。

3 本社団が開設（指定管理者として管理する場合を｜・病院、診療所文は介護老人保健施 I3 本社聞が開設（指定管理者として管理する場合を｜・病院、診療所文は介護老人保健施

含む）する病院（診療所、介護老人保健施設〕の管｜ 設を2以上開設する場合におい｜ 含む）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管｜ 設を2以上開設する場合におい

理者は、必ず理事に加えなければならない。 ｜ て、都道府県知事倍以上の都道｜ 理者は、必ず理事に加えなければならない。一 ｜ て、都道府県知事（2以上の都道

4～5 （略） ｜ 府県の区域において病院、診療所 14～5 （略） ｜ 府県の区域において病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する｜ ｜ 又は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地の都道府県知事）の認可

（以下、第31条において閉じ）

を受けた場合には、管理者（指定

管理者として管理する病院等の管

理者を除く）の一部を理事に加え

ないことができる（法第47条参照）

医療法人については主たる事務所

の所在地を管轄する地方車生局

長）の認可（以下、第31条にお

いて同じ）を受けた場合には、管

理者（指定管理者として管理する

病院等の管理者を除く）の一部を

理事に加えないことができる（法
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第19条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1)～（3) （略〕

(4）第1号文は第2号による監査の結果、本社団の業

務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事又は社員総会に報告す

ること。

(5）～（6) （略）

第20条（略）

第6章会議

第21条（略）

第22条定時総会は、毎年O圏、 OFJに開催する。

第23条～第30条（略）

第7章定款の変更

第31条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00県知事の認可を得なければ変更することがで

きない。

第8章解散及び合併

第32条 1～2 （略）

3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する

場合は、 00県知事の認可を受けなければならな

い。

第33条本社団が解敬したときは、合併及ひ破産手

続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその

清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理

事以外の者を選任することができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、00県知事にその旨を届け出

なければならない。

3 （略）

第34条（略）

第19条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1)～白）（略）

(4）第1号文は第2号による監査の結果、本社団の業

務文は財産に闘し不正の行為文は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事 coo厚生局長）文は

社員総会に報告すること。

(5）～（＠（略）

第20条（略）

第6章会議

第21条（略）

第22条定時総会は、毎年2園、 O月及びO月に開

催する。

第23条～第30条（略）

第7章定款の変更

第31条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00県知事coo厚生局長）の認可を得なければ変

更することができない。

第8章解散及び合併

第32条 1～2 （略）

3 第1項第1号文は第2号の事由により解散する

場合は、 00蜘事（厚生労働大臣）の認可を受け

なければならない。

第33条本社団が解散したときは、合併及び破産手

続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその

清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理

事以外の者を選任することができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、 00県知事（厚生労働大臣）

にその旨を届け出なければならない。

3 （略）

第34条（略）

第47条参照）
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第35条本社団は、総社員の同意があるときは、 O 第35条本社団は、総社員の同意があるときは、 O

0県知事の認可を得て、他の社団医療法人又は財団 0県知事（厚生労働大臣）の認可を得て、他の社団

医療法人と合併することができる。 亘療法人と合併することができる。

第9章 （略） 第9章 （略）
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0社会医療法人の定款例（「社会医療法人の認定について」（平成20年医政発第0331008号）別添3）の一部改正

改

社団医療法人の定款例

第1章～第2章（略）

第3章資産及び会計

第7条～第12条（略）

正 後

備考

改

社団医療法人の定款伊j

第1章～第2章（略）

第3章資産及び会計

第7条～第12条（略）

第13条 1～2（略）｜｜第13条 1～2 （略）

（別添6)

（下線の部分は改正部分）

正 自lj

備考

3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報 I• 2以上の都道府県の区域において I3 本社団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報 1・2以上の都道府県の区域において

告書及び監事の監査報告書を00県知事に届け出な｜ 病院、診療所又は介護老人保健施｜ 告書及び監事の監査報告撃を00県知事coo厚生｜ 病院、診療所文は介護老人保健施

ければならない。

第14条（略）

第4章役員

第 15条（略）

設を開設する医療法人について｜ 盛山届け出なければならない。

は、主たる事務所の所在地の都道

府県知事に届け出るものとする。

第14条（略）

第4章役員

第 15条（略）

第16条 1～3（略）｜｜第16条 1～3 （略）

設を開設する医療法人について

は、主たる事務所の所在地主宣聾

する地方厚生局長に届け出るもの

とする。

4 本社団が開設（指定管理者として管理する場合を｜・病院、診療所文は介護老人保健施＼ 4 本社団が開設（指定管理者として管理する場合を 1・病院、診療所文は介護老人保健施

含む）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管理｜ 設を2以上開設する場合におい l含む）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管｜ 設を2以上開設する場合におい

者は、必ず理事に加えなければならない。 I て、都道府県知事（2以上の都道 i理者は、必ず理事に加えなければならない。 ｜ て、都道府県知事（2以上の都道

5～6 （略）

第17条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1）～但）（略）

府県の区域において病院、診療所

文は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地の都道府県知事）の認可

（以下、第33条において同じ。）

を受けた場合は、管理者（指定管

理者として管理する病院等の管理

者を除く。）の一部を理事に加えな

いことができる（法第47条参照）

5～6 （略）

第17条 1～3 （略）

4 監事は、次の職務を行う。

(1）～（3) （略）

府県の区域において病院、診療所

文は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所

の所在地を管轄する地方厚生局

長）の認可（以下L第33条にお

いて同じ。）を受けた場合は、管理

者（指定管理者として管理する病

院等の管理者を除く。）の一部を理

事に加えないことができる（法第

47条参照）
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(4）第1号文は第2号による監査の結果、本社団の業

務文は財産に関し不正の行為文は法令若しくはこの

定款に違反する重大な事実があることを発見したと

きは、これを00県知事文は社員総会に報告するこ

と。

(5）～（自）（略）

5 （略）

第 18条～第19条（略）

第5章（路）

第6章会議

第24条～第25条（略）

第26条定時総会は、毎年O圏、 O月に開催する。

第27条～第28条（略）

第29条 1 （略）

2 社員総会の議事は、出席した社員の諾夫権の過半

数で決し、可否同数のときは、議長の決するところに

よる。

3 （略）

第30条～第32条（路）

第7章定款の変更

第33条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00県知事の認可を得なければ変更することができ

ない。

第8主主解散及び合併

第34条 1～2 （路）

3 第1項第1号文は第2号の事由により解散する

場合は、 00県知事の認可を受けなければならない。

第35条 1 （略）

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、00県知事にその旨を届け出な

ければならない。

3 （略）

（の第1号文は第2号による監査の結果、本社団の業

務文iま財産に関し不正の行為文は法令若しくはこ

の定款に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事 coo厚生局長）文は

社員総会に報告すること。

(5）～（6) （略）

5 （略）

第18条～第19条（略）

第5章（略）

第6章会議

第24条～第25条（略）

第26条定時総会は、毎年2目、 OF.I及びO月に開

催する。

第27条～第28条（略）

第29条 1 （略）

2 社員総会の議事は、出席した社員の過半数で決

し、可否両数のときは、議長の決するところによる。

3 （略）

第30条～第32条（略）

第7章定款の変更

第33条 この定款は、社員総会の議決を経、かつ、

00果知事coo厚生局長）の認可を得なければ変

更することができない。

第8章解散及び合併

第34条 1～2 （略）

3 第1項第1号文は第2号の事由により解散する

場合は、 00県知事（厚生労働大臣）の認可を受け

なければならない。

第35条 1 （略）

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって本社団

が解散した場合には、 00県知事（厚生労働大臣）

にその旨を届け出なければならない。

3 （略）
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第36条（路）

第37条本社匝は、総社員の詞意があるときは、 0
0県知事の語可を得て、他の社団医療法人と合併する

ことカfできる。

第9章雑則 （略）

第36条（略）

第37条本社団は、総社員の同意があるときは、 O

0県知事（厚生労働大臣）の認可を得て、他の社団

医療法人と合併することができる。

第9章雑員lj （略）
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（別添7)

0社会医療法人の寄附行為例（「社会医療法人の認定について」（平成20年医政発第0331008号）別添4）の一部改正

（下線の部分は改正部分）

備考

改

社会医療法人の寄附行為例

正 前改

社会医療法人の寄附行為例

正 後

備考

第1章～第2章（略） 第1章～第2章（略）

第3章資産及び会計 ｜ ｜ 第3章資産及び会計

第7条～第12条（略）｜｜第7条～第12条（略）

第 13条 1～2 （略）｜｜第13条 1～2 （略）

3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報 I• 2以上の都道府県の区域において I3 本財団は、毎会計年度終了後3月以内に、事業報 1・2以上の都道府県の区域において

告書及び監事の監査報告書を00県知事に届け出な l 病院、診療所文は介護老人保健施｜ 告書及び監事の監査報告書を00県知事coo厚生！ 病院、診療所又は介護老人保健施

ければならない。

第 14条（略）

設を開設する医療法人について iE量Lに届け出なければならない。

は、主たる事務所の所在地の都道 l第14条 （略）

畳塁担蔓に届け出るものとする。

設を開設する医療法人について

は、主たる事務所の所在地圭萱撃

する地方厚生局長に届け出るもの

とする。

第4章役員及び評議員

第 15条（略）

第 16条 1～3 （略）

4 本財団が開設（指定管理者として管理する場合を I.病院、診療所文は介護老人保健施

含む。）する病院（診療所、介護老人保健施劃の管理｜ 設を2以上開設する場合におい

者は、必ず理事に加えなければならない。 ｜ て、都道府県知事（2以上の都道

第4章役員及び評議員

第15条（略）

第 16条 1～3 （略）

4 本財団が開設（指定管理者として管理する場合を

含む。）する病院（診療所、介護老人保健施設）の管

理者は、必ず理事に加えなければならない。

－病院、診療所又は介護老人保健施

設を2以上開設する場合におい

て、都道府県知事（2以上の都道

府県の区域において病院、診療所

又は介護老人保健施設を開設する

5～6 （略） 府県の区域において病院、診療所 Is～6 （路）

文は介護老人保健施設を開設する

医療法人については主たる事務所｜ ｜ 医療法人については主たる事務所

の所在地の都道府県知事）の認可｜ ｜ の所在地を管轄する地方厚生局

（以下、第28条において同じ） I I 呈）の認可（以下、第28条にお

を受けた場合には、管理者（指定｜ ｜ いて間じ）を受けた場合（こは、管

管理者として管理する病院等の管｜ ｜ 理者（指定管理者として管理する

理者を除く）の一部を理事に加え l ｜ 病院等の管理者を除く）の一部を

ないことができる（法第47条参照）｜ ｜ 理事に加えないことができる（法

第47条参照）

業の団財本塁取結の査監

－
つ
る

）

行

よ

略

を

に

（

麟

持

3

の

）

第

～

次

略

は

1

、

（

文

は

号

条

事

め

1

7

監

ベ

第

第

4ωω業の団期本果結の査監

う

る

）

行

よ

略

を

に

（

務

号

同

開

ク

－

3

の

）

第

～

次

略

は

1

、

（

文

一

は

号

条

事

お

1

け

監

ベ

第

第

4ωω
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務文は財産に闘し不正の行為文は法令若しくはこの

寄附行為に違反する重大な事実があることを発見し

たときは、これを00県知事文は評議員会に報告する

こと。

(5）～（6) （略）

5 （略）

第18条（略）

第5章会議

第21条～第24条（略）

第25条 1 （略）

2 評議員会の議事は、出席した評議員の謹丞撞旦過

半数で決し、可否問数のときは、議長の決するところ

による。

3 （略）

第26条～第27条（略）

第6章寄附行為の変更

第28条一この寄附行為を変更しようとするときは、

理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の同

意を得、かつ、 00県知事の認可を得なければならな

い。

第7章解散及び合併

第29条 1 （略）

2 前項第1号の事由による解散は、理事及び評議員

の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、 0

0県知事の認可を受けなければならない。

第30条～第31条（略）

第32条本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞ

れ3分の2以上の同意を得、かつ、 00県知事の認可

を得て、他の財団医療法人文は社団医療法人と合併す

ることができる。

第8章（略）

務又は財産に闘し不正の行為文は法令若しくはこ

の寄附行為に違反する重大な事実があることを発

見したときは、これを00県知事 coo厚生局長）

文は評議員会に報告すること。

（日～（6) （略）

5 （略）

第 18条（略）

第5章会議

第21条～第24条（略）

第25条 1 （略）

2 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 （略）

第26条～第27条（略）

第6章寄附行為の変更

第28条 この寄附行為を変更しようとするときは、

理事及び評議員の総数のそれぞれ3分の2以上の

同意を得、かつ、 00県知事 coo厚生局長）の認

可を得なければならない。

第7章解散及び合併

第29条 1 （略）

2 前項第1号の事由による解散は、理事及び評議員

の総数のそれぞれ3分の2以上の同意を得、かつ、

00県知事（厚生労働大臣）の認可を受けなければ

ならない。

第30条～第31条（略）

第32条本財団は、理事及び評議員の総数のそれぞ

れ3分の2以上の間意を得、かつ、 00県知事（厚

生労働大臣）の認可を得て、他の財団医療法人と合

併することができる。

第8章（略）
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（別添8)

0 「病院又は老人保健施設等を開設する医療法人の運営管理指導要綱の制定について」（平成2年3月1日健政発第 11 0号）の一部改正

（下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 目lj

項 自 運営管理指導要綱 備 考 項 自 運営管理指導要綱 備 考

I組織運営 I組織豆営

1 （略） 1 （略）

2役員 2役員

( 1)定数・現 1 （略） ( 1 ）定数・現 1 （略）

員 2 役員に変更があった場合は、 員 2 役員に変更があった場合は、

その都度、都道府県知事（2以 その都度、都道府県知事文は主

上の都道府県の区域において病 たる事務所の所在地を管轄する

院、診療所又は介護老人保樹包 地方厚生局長に届出がなされて

設を開設する医療法人について いること。

は主たる事務所の所在地の都道 3～6 （略）

府県知事。以下同じ。）に届出が

なされていること。

3～6 （略）

( 2）～（ 3）’ ( 2）～（ 3) 

（略） （略）

(4）代表者 1～3 （略） ( 4）代表者 1～3 （略）

（理事長） 4 医師又は歯科医師でない理事 （理事長） 4 医師又は歯科医師でない理事

のうちから理事長を選出する場 のうちから理事長を選出する場

合は都道府県知事の認可を得て 合は都道府県知事文は主たる事

いること。 務所の所在地を管轄する地方厚

生局長の認可を得ていること。

5 （略） 5 （略）

(5）理事 1 （略） ( 5）理事 1 （略）

2 管理者を理事に加えない場合 2 管理者を理事に加えない場合

は都道府県知事の認可を得てい は都道府県知事又は主たる事務

ること。 所の所在地を管轄する地方厚生

局長の認可を得ていること。

3 （略） 3 （略）

( 6) （略） ( 6) （略）
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3～5 （略） 3～5 （路）

立（略） II （路）

III 管理 III 管理

1～3 （略） 1～3 （略）

4 萱記 1～3 （略） 4 登記 1～3 （略）

4 変更登記後の登記済報告書は 4 変更登記後の登記済報告書は

その都度、都道府県知事に提出さ その都度、都道府県知事型主主

れていること。 たる事務所の所在地を管轄する

地方厚生局長に提出されている

こと。

5 （略） 5 （略）

N （略） NC略）
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（別添9)

「医療法人制度について」（平成19年医政発第0330049号）の一部改正

第 1 改正の内容

1 （略）

改 正

2 社会医療法人制度の創設について

(1) (2) （略）

後

( 3）告示第2条各号に掲げる収益業務の範囲は、告示第 1条に定める日

本標準産業分類を参照されたいこと。

( 4) （略）

3 （略）

4 医療法人の管理体制の見直し

( 1 ) （略）

( 2）法第51条から第52条までの規定は、事業報告書、財産自録、貸

借対照表、損益計算書及び規則第33条に規定する書類（以下「事業

報告書等Jという。）の作成、都道府県知事への届出及び閲覧に関する

規定を整備することにより、医療法人の透明性の確保を図るものであ

ること。

( 3) （略）

5 社会医療法人債の発行について

( 1) （略）

( 2）社会医療法人債は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第2

条第3号の「特別の法律により法人の発行する債券」に該当する有面

第1 改正の内容

1 （略）

現

2 社会医療法人制度の創設について

(1)(2）（略）

（下線の部分は改正部分）

’－ f T 

(3）告示第i条各号に掲げる収益業務の範囲は、日本標準産業分類一軍

成 14年総務省告示第 13 9号）を参照されたいこと。

( 4) （略）

3 （略）

4 医療法人の管理体制の見直し

( 1 ) （略）

(2）法第51条から第52条までの規定は、事業報告書、財産目録、賞

｛昔対照表、損益計算書及び規則第33条に規定する書類（以下「事業報

告書等」という。）の作成、都道府県知事（法第68条の2及び規則第4

3条の3の規定により 2以上の都道府県の区域において病院等を開設す

る医療法人にあっては地方厚生局長への届出及び閲覧に関する規定を整

備することにより、医療法人の透明性の確保を図るものであること。

( 3) （略）

5 社会医壌法人債の発行について

( l) （略）

(2）社会医療法人債は証券取引法（昭和23年法律第25号）第2条第

3号の「特別の法律により法人の発行する債券」に該当する有価証券
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証券であり、同法の適用を受けるほか、企業内容等の開示に関する内

閣府令（昭和48年大蔵省令第5号）に従い、情報開示に必要な書類

の作成及び届出が必要となること。

( 3）～（ 4) （略）

6 （略）

7 （略）

8 （略）

第2 （略）

第3 （略）

第4 （略）

であり、同法の適用を受けるほか、企業内容等の開示に関する内間府

令（昭和48年大蔵省令第5号）に従い、情報開示に必要な書類の作

成及び届出が必要となること。

(3）～（ 4) （略）

6 （略）

7 （略）

8 （略）

第2 （略）

第3 （略）

第4 （略）
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（別添 10) 

「社会医療法人の認定について」（平成20年医政発第0331008号）の一部改正

改 正 後

第 1 （略）

第2 （略）

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1 （略）

2 都道府県匡療審議会に関する事項

都道府県知事は、社会医療法人の認定に当たっては、法第42条の2

第2項の規定により、あらかじめ都道府県医療審議会の意克を轄かなけ

ればならないこと。この場合、「医標法人制度の改正及び都道府県医覆審

議会について」（昭和61年健政発第410号）の第二の趣旨を踏まえ、

必要に応じて部会等を設置することにより、地域医療、法律、会計等に

関する有識者の参画を求めることが望ましいこと。

3 （略）

4 社会医療法人の事業報告書等の作成等

( 1 ）～（ 2) （略）

(3）社会医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を都道府

県知事に届け出なければならないこと。

①～③（略）

(4）～（ 5) （略）

5 （略）

6 その他

( 1 ）～（ 5) （略）

（下線の部分は改正部分）

’ーイ寸現

第 1 （略）

第 2 （略）

第3 社会医療法人の認定等に当たっての留意事項

1 （路）

2 都道府県医療審議会に関する事項

都道府県知事は、社会医療法人の認定に当たっては、法第42条の 2

第2項の規定により、あらかじめ都道府県医療審議会（ 2以上の都道府

県の区域において病院、診療所文は介護老人保鍵施設を開設する医療法

人については社会保障審議会。以下同じ。）の意見を聴かなければならな

いこと。この場合、「匡療法人制度の改正及び都道府県医療審議会につい

て」（昭和61年健政発第41 0号）の第二の趣旨を踏まえ、必要に応じ

て部会等を設置することにより、地域産療、法律、会計等に関する有識

者の参画を求めることが望ましいこと。

3 （略）

4 社会医療法人の事業報告書等の作成等

( 1 ）～（ 2) （路）

(3）社会医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を都道府

県知事（ 2以上の都道府県の区域において痛院、診療所文は介護老人保

鍵施設を開設する匡療法人については地方厚生局長）に届け出なければ

ならないこと。

①～③（略）

(4）～（ 5) （略）

5 （略）

6 その｛也

( 1) ～（ 5) （略）
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(6）社会医療法人の税制上の取扱い

①社会医療法人については、次の税制上の措置が講ぜられたこと。

イ 社会匿療法人が法人税法（昭和40年法律第34号）別表第二（公

益法人等の表）に追加されたこと。併せて、社会医療法人の法人税は、

法人税法第66条第3項の規定による税率が適用されること。

ロ～ 1) （略）

②社会匿療法人の認定を受けたときは、当該社会医療法人は、速やか

に、国税庁長官が定める届出蓄に都道府県知事の認定書の写し及び定

款又は寄附行為の写し等を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提

出するものとすること。なお、社会医療法人の認定の取消しを受けた

場合についても同様とし、この場合においては、認定書の写しに代え

て認定取消書の写しを添付するものとすること。

③（略）

(7) 特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い

（略）

なお、当該認定を受けた自から租税特別措置法第67条の2第 1項の

規定による法人税率の特例は適用されないことから、租税特別措置法施

行令第39条の 25第6項の規定に基づく特定医療法人の承認に係る税

率の適用をやめるための届出書を当該認定を受けた日以後速やかに、納

税地の所轄税務署長を経由して、毘税庁長官に提出するものとすること。

別添1～6 （路）

( 6）社会医療法人の税制上の取扱い

①社会医療法人については、次の税制上の措置が講ぜられたこと。

イ 社会医療法人が法人税法（昭和40年法律第3 4号）別表第二（公

益法人等の表）に追加されたこと。併せて、社会医療法人の法人税は、

法人税法第 66条第3項の規定により 22%の税率が適用されるこ

と。

ロ～リ（略）

②社会医療法人の認定を受けたときは、当該社会医療法人は、速やか

に、国税庁長官が定める届出書に都道府県知事（厚生労働大臣）の認

定書の写し及び定款文は寄附行為の写し等を添付し、これを納税地の

所轄税務署長に提出するものとすること。なお、社会医療法人の認定

の取消しを受けた場合についても同様とし、この場合においては、認

定書の写しに代えて認定取消書の写しを添付するものとすること。

③（略）

(7) 特定医療法人が社会医療法人の認定を受けた場合の取扱い

（略）

なお、当該認定を受けた日から租税特別措置法第67条の2第 1項の

規定による 22%の法人税率の特例は適用されないことから、租税特別

措置法施行令第39条の 25第6項の規定に基づく特定医療法人の承認

に係る税率の適用をやめるための届出書を当該認定を受けた日以後速や

かに、納税地の所轄税務署長を経由して、国税庁長官に提出するものと

すること。

別添1～6 （略）
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改正後 改正前

｜見lj添 2-1I （新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合）

平成年月

開添 2-1 I （新たに社会医療法人の認定を受けようとする場合）

日i 平成年月日

都道府県知事殿

厚生労働大臣

エ且 殿

都道府県知事

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長 印

主たる事務所の所在地

医療法人 会

理事長 印

社会 医 療 法 人認定申請書 社会医療法人認定申請書

標記について、医療法施行令第5条の 5及び同法施行規則第30条の

3 6の規定に基づき申請します。

標記について、医療法施行令第5条の 5及び同法施行規則第30条の

3 6の規定に基づき申請します。

記 記

（以下、省略） （以下、省略）
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｜別添 2-2I （社会医療法人が関係書類を毎会計年度終了後3月以内に｜｜別添 2-2I （社会医療法人が関係書類を毎会計年度終了後3月以内に

届け出る場合） ｜ 届け出る場合）

平成年月 平成年月

都道府県知事 殿

0 0地方厚生局長

又は 殿

都道府県知事

主たる事務所の所在地

社会医療法人 会

理事長 印

主たる事務所の所在地

社会匿療法人 会

理事長 印

決 算 届 決 算 届

平成年月 日から平成’年 月 日までの決算を終 平成 年 月 日から平成 年 月 日までの決算を終

了したので、医療法第52条第1項の規定により届出します。了したので、医療法第52条第1項の規定により届出します。

記 記

（以下、省略） （以下、省略）
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